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議 案 第   号 

 

 

 

工 事 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て 

次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  幹線道路整備工事（富士見橋通線 第３工区） 

２ 施 工 場 所  富士見市大字水子地内 

３ 履 行 期 限  令和５年３月２４日 

４ 請 負 金 額  ４０８，２１０，７００円 

５ 請 負 業 者  富士見市大字東大久保３０９番地 

         島田建設株式会社 

         代表取締役 島 田 敏 郎 

 

 

令和  年  月  日提出 

 

 

富士見市長 星 野 光 弘 

 

 

提 案 理 由 

幹線道路整備工事（富士見橋通線 第３工区）の請負契約を締結したいので、議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、こ

の案を提出します。 

  



  

 

見 積 経 過 書 

 

１ 工事名     幹線道路整備工事（富士見橋通線 第３工区） 

 

２ 設計額     ３７６，８７３，７００円（工事費+産業廃棄物税 消費税抜き） 

          ４１３，７８０，０００円（消費税含む） 

 

３ 予定価格    ３７６，８７３，７００円（工事費+産業廃棄物税 消費税抜き） 

          ４１３，７８０，０００円（消費税含む） 

 

４ 最低制限価格  なし 

 

５ 見積書徴取業者 １社（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及び富士 

見市契約規則第２１条第２項第５号による１者からの見積徴取） 

 

６ 見積結果    令和４年５月９日 午後１時３０分執行 

 

          （産業廃棄物税 7,810,700円含む・消費税抜き） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

業者名 回数 見積金額 落札 

島田建設株式会社 １回目 ３９４，８１０，７００  

 ２回目 ３８２，８１０，７００  

 ３回目 ３７１，８１０，７００ 〇 

工事費   産業廃棄物税     計 

364,000,000 + 7,810,700 ＝ 371,810,700 

消費税  36,400,000 +     0 ＝  36,400,000   

合計    400,400,000 + 7,810,700 ＝ 408,210,700 



  

 

幹線道路整備工事（富士見橋通線 第３工区）について 

  

        

 

     

案内図 



  

 

    

１ 工事概要 

  廃棄物撤去工 １式 

  仮設工事   １式 

 

２ 履行期限 

  令和５年３月２４日 

 

３ 請負金額 

  ４０８，２１０，７００円 

 

４ 請負業者 

  富士見市大字東大久保３０９番地 

  島田建設株式会社 

  代表取締役 島田敏郎 

 

 

 

工事工程表 

 

 

令和 4 年 令和 5 年
作業項目

5月 11月 12月 1月

片付け

3月

準備

仮設工

廃棄物撤去工

2月6月 7月 8月 9月 10月

設置 撤去


